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第 1 章 はじめに 

 
 
1-1 計画策定の背景 
 

近年、多くの地域で人口減少や少子高齢化が大きな問題になっています。特に日本の高
齢者の割合は 21％を超えており、今後さらに増加すると予想されます。一方で、日本の総
住宅数と総世帯数は共に増加を続けています。また、1968 年頃から現在まで総住宅数が総
世帯数を上回っており、総住宅数と総世帯数の差は徐々に開いています。 
 さらに、社会の多様なニーズ、老朽化する住宅・建築物、産業構造の変化など、複数の
課題が複合的に生じ、状況がより複雑化してきました。これらの要因が結果として空家等
の増加を引き起こしており、その一部では適切な管理が欠如しています。また、全国的に
空き家率の上昇が見られ、特に、地方の空き家率は、都市部への人口流出などにより都市
部よりも高くなっており、今後も増加が予測されています。 

そのため、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため
の対応が必要との背景から、「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）」
（平成 26 年 法律 第 127 号）が平成 27 年 5 月 26 日に施行されましたが、その後も空家
等の増加が止まることなく、使用目的のない空家等がこの 20 年間で約 1.9 倍に増加してい
ます。今後も空家等が増加することが見込まれることから、空家等の適切な管理の確保や、
その活用拡大に向けて、空家等対策の総合的な強化を図るため、令和 5 年 6 月 14 日に法
の一部を改正（令和 5 年法律第 50 号）する法律が公布され、令和 5 年 12 月 13 日に施行
されました。 
 

本市においても、国勢調査によると令和２年に人口が減少しています。このまま住宅の
老朽化と居住者の高齢化が進むと、住み継がれない、適正管理がなされないことによる空
家等がもたらす問題の深刻化が懸念されます。また、新たな本市の総合計画では、持続可
能なまちを目指し、様々な手段をもって人口減少局面から、人口増加への転換を図ること
を目指しています。 

このような背景を踏まえ、空家等の適正管理及び利活用の促進等の対策を効率的かつ効
果的に進めるために、空家等に対する対応策を体系的にまとめた「岩沼市空家等対策計画」
を策定するものです。 
 
 
1-2 計画の位置付け 
 

本計画は法第 7 条の規定に基づき定めるもので、空家等に関する施策を総合的かつ計画
的に実施するため、基本指針（「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための
基本的な指針」（平成 27 年 2 月 26 日付総務省・国土交通省告示第 1 号（最終改正令和５
年 12 月 13 日付け総務省・国土交通省告示第３号））。以下、「基本指針」という。）に即し
て定めるものです。 
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1-3 用語の定義 
 

本計画で用いる用語の定義は、法令等に基づき、表 1-1 のとおりとします。 

 
表 1-1 用語の定義 

用 語 定 義 

法 
「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成 26 年法律第
127 号）をいう。（令和 5 年 12 月 13 日改正法施行） 

空家等 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用
がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木そ
の他の土地に定着する物を含む。）をいう。 
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除
く。（法第 2 条第 1 項） 

特定空家等 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの
ある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切
な管理が行われていないことにより著しく景観を損なってい
る状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置するこ
とが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。（法
第 2 条第 2 項） 

所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。（法第 5 条） 

基本指針 

「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための
基本的な指針（平成 27 年 2 月 26 日付総務省・国土交通省告
示第 1 号）」（最終改正令和５年 12 月 13 日付け総務省・国土
交通省告示第３号）をいう。（法第 6 条） 

ガイドライン 

「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切
な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」（最終改正令
和５年 12 月 13 日付け国住備第 110 号総行地第 174 号）をい
う。 
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第 2 章 基本的な方針 

 
 
2-1 空家等の現状 
 

本市の空家等の現状については、次の[1]～[3]のとおりです。 
 
 

[1]「住宅・土地統計調査」から見た空き家(※1)の現状 
  

平成 30 年に総務省が実施した住宅・土地統計調査（令和元年 9 月 30 日公表）によると、
全国の総住宅数は 6,240 万戸となっている一方、総世帯数は 5,400 万世帯となっており、
住宅ストックが量的には充足していることが分かります。このうち「空き家」の数は 849 
万戸であり、これが全国の総住宅数に占める割合は 13.6％となっています。また、「賃貸用
又は売却用の住宅」及び「二次的住宅」を除いた「その他の住宅」に属する空き家の数は
349 万戸に上ります。これが全国の総住宅数に占める割合は 5.6％ですが、その数は過去 20 
年間で約 1.9 倍に増加しています。 

 
本市の場合、上記同様に平成 30 年の調査によると総住宅数は 18,950 戸であり、このう

ち空き家の数は 2,010 戸で、総住宅数に占める空き家の割合は 10.6％となっています。空
き家のうち、「その他の住宅」に属する戸数は 460 戸であり、これが総住宅数に占める割合
は 2.4％となっています。平成 25 年度における空き家総数と空き家率が一時的に低くなっ
た一方で、その他の住宅の空き家総数と空き家率が増加した要因として、東日本大震災に
よる影響が考えられます。 

これまでは、各年とも全国平均及び宮城県平均よりも低い水準となっていますが、今後、
本市においても空き家の動向に注意する必要があります。 
 
 

表 2-1 住宅数・空き家数・空き家率の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H10 H15 H20 H25 H30

住宅数（戸） 50,246,000 53,890,900 57,586,000 60,628,600 62,407,400

空き家数（戸） 5,764,100 6,593,300 7,567,900 8,195,600 8,488,600

空き家率 11.5% 12.2% 13.1% 13.5% 13.6%

住宅数（戸） 886,100 942,300 1,013,900 1,034,100 1,089,300

空き家数（戸） 98,600 106,300 138,400 96,900 130,500

空き家率 11.1% 11.3% 13.7% 9.4% 12.0%

住宅数（戸） 13,040 15,520 17,010 17,590 18,950

空き家数（戸） 990 1,370 1,780 1,540 2,010

空き家率 7.6% 8.8% 10.5% 8.8% 10.6%

【出典】総務省「住宅・土地統計調査」

全国

宮城県

岩沼市
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表 2-2 本市における空き家の推移 

 
 

 
（※1）住宅・土地統計調査における「空き家」の定義は表 2-3 を参照。 

 
  

空き家総数
二次的

住宅

賃貸用の

住宅

売却用の

住宅

その他の

住宅

戸 17,010 1,780 80 1,180 50 460

％ ー 10.5% 0.5% 7.0% 0.3% 2.7%

戸 17,590 1,540 50 700 60 730

％ ー 8.8% 0.3% 4.0% 0.3% 4.2%

戸 18,950 2,010 90 1,450 10 460

％ ー 10.6% 0.5% 7.6% 0.1% 2.4%

（参考） 戸 1,089,300 130,500 3,700 72,700 3,600 50,400

H30 宮城 ％ ー 12.0% 0.3% 6.8% 0.3% 4.6%

（参考） 戸 62,407,400 8,488,600 381,000 4,327,200 293,200 3,487,200

H30 全国 ％ ー 13.6% 0.6% 6.9% 0.5% 5.6%

【出典】総務省「住宅・土地統計調査」

H30

住宅総数

H20

H25
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表 2-3 「空家等」と「空き家」の違いについて 

空家等 

法における表記。「空家等」の「等」には、建築物に附属する工作
物及びその敷地が含まれる。建築物の一部のみが使用されていない
場合は「空家等」に該当しない（⾧屋や共同住宅は全ての住戸が空
いている場合のみ対象となる）。 

空き家 

住宅・土地統計調査における表記で、「賃貸用又は売却用の住宅」、
「二次的住宅」及び「その他の住宅」を合計したものをいう。⾧屋
や共同住宅の一部の空き住戸も「空き家」に含み、戸数で数える。 

 
◆ 賃貸用又は売却用の住宅 

新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空家になっている住
宅をいう。 

◆ 二次的住宅 
「別荘（週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用され
る住宅で、普段は人が住んでいない住宅）」及び「その他住宅（普
段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊りす
るなど、たまに寝泊りしている人がいる住宅）」を合計したもの
をいう。 

◆ その他の住宅 
「賃貸用又は売却用の住宅」又は「二次的住宅」以外の人が住ん
でいない住宅で、例えば転勤・入院などのために居住世帯が⾧期
にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことに
なっている住宅などをいう。 

 

 
【出典】総務省「住宅・土地統計調査」 
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[2] 国勢調査による総人口・世帯数・高齢者のみの世帯の推移 
 

本市の総人口は平成 27 年までは緩やかに増加していましたが、令和 2 年にかけて減少
傾向にあります。特に、65 歳以上の高齢者人口に着目すると、平成７年は総人口の 13.7％
から令和 2 年には総人口の 26.7％と約 2 倍に増加しており、高齢化が進んでいると言えま
す。 

 
表 2-4 本市における人口の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 2-1 総人口と 65 歳以上の高齢者人口の推移 

 
 
 
 

 

H7 H12 H17 H22 H27 R2

人 40,072 41,407 43,921 44,187 44,678 44,068

％ - - - - - -

人 5,473 6,534 7,703 8,723 10,410 11,755

％ 13.7% 15.8% 17.5% 19.7% 23.3% 26.7%

【出典】総務省「国勢調査」

65歳以上の高齢者人口

（総人口に占める割合）

総 人 口
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総世帯数は調査年ごとに増加しており、特に、高齢者一人世帯と高齢夫婦のみの世帯の

増加が顕著になっています。 
高齢者がいる世帯の構成比をみると、平成 7 年における高齢者一人世帯の割合は 8.8％

でしたが、令和 2 年では 20.8％になっています。高齢夫婦のみの世帯についても、平成 7
年の 16.2％が令和 2 年では 26.0％になっています。 

令和 2 年では、高齢者がいる世帯のうち、高齢者のみで生活している（高齢者一人、高
齢夫婦のみ）世帯が 46.8％となっており、核家族化が進み、高齢者人口の増加及び高齢者
のみの世帯の増加から、将来的に施設への入所等により居住者が減少し、空家等が増加す
ることが予測されます。 
 

表 2-5 本市における世帯数の推移 

 
 
（※1）国勢調査では、世帯を「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分している。一般世帯については、次の

(1)～(3)のものを指す。(1)住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単
身者。ただし、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については、人数に関係なく雇
主の世帯に含めている。(2)上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又
は下宿屋などに下宿している単身者。(3)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住
している単身者。 

（※2）高齢者がいる世帯のうち、高齢者一人世帯。 
（※3）高齢者がいる世帯のうち、高齢者の夫婦のみ（夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦のみ）で構成されて

いる世帯。 
（※4）高齢者がいる世帯のうち、高齢者以外の者と同居している世帯（上記の※２及び※３を除いた世帯）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H7 H12 H17 H22 H27 R2

世帯 11,785 13,113 14,817 15,495 16,582 17,223

％ - - - - - -

世帯 3,661 4,267 5,045 5,662 6,671 7,359

％ 31.1% 32.5% 34.0% 36.5% 40.2% 42.7%

世帯 321 423 624 831 1,191 1,531

％ 8.8% 9.9% 12.4% 14.7% 17.9% 20.8%

世帯 592 769 1,077 1,332 1,617 1,916

％ 16.2% 18.0% 21.3% 23.5% 24.2% 26.0%

世帯 2,748 3,075 3,344 3,499 3,863 3,912

％ 75.0% 72.1% 66.3% 61.8% 57.9% 53.2%

【出典】総務省「国勢調査」

その他 （※4）

（高齢者世帯に占める割合）

一般世帯数 （※1）

65歳以上の高齢者がいる世帯

（一般世帯数に占める割合）

単身世帯 （※2）

（高齢者世帯に占める割合）

高齢夫婦のみの世帯 （※3）

（高齢者世帯に占める割合）
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図 2-2 世帯数と構成の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2-3 高齢者がいる世帯の構成比 
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[3] 実態把握調査による空家等の現状 
  

① アンケート調査 
本市では、令和 2 年 3 月に空家等と思われる物件の所有者等に対して、空家等につ

いて困っていることや今後の見通し等の把握を行うことを目的として、アンケート調
査を実施しました。 

 
  調査内容及び方法 

空家等と思われる物件の所有者等に対してアンケート調査用紙を送付 
 

  対象地区 
本市内全域 

 
  対象物件 

55 件 
 

  調査期間 
発 送 日：令和２年３月２５日 
返信期限：令和２年３月３１日 

 
  調査結果 

発 送 数：５５件 
有 効 回 答 数：３０件 
回 答 率：５４．５％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-4 アンケート調査対象箇所分布図 
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  集計と分析 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-5 基本事項 1-1 の集計結果 
 

所有している建物について、空家であるか質問した結果、「空家である」が 22 件
（73％）、「現在、居住しており空家ではない」が 3 件（10％）となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-6 基本事項 1-2 の集計結果 
 

前項の回答が「空家である」もしくは「未記入」の方に管理の状況を質問した結
果、「定期的に管理している」が 11 件（41％）、「定期的な管理は行っていない」が
6 件（22％）となりました。 

※ アンケート実施時は「空家等」を「空家」としています。 
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図 2-7 問 1 の集計結果 
 

空家になった理由については、「居住者が死亡したから」が最も多い 13 件（47％）、
次いで「居住者が移転したから」が 7 件（25％）、「居住者が福祉施設に入所したか
ら」が 4 件（14％）という結果になりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-8 問 2 の集計結果 
 

空家を今後どのようにしたいかについては、「売却したい」が 16 件（41％）と
最も多く、次に「解体したい」が 9 件（23％）、「賃貸として貸出ししたい」が 6 件
（15％）という結果になっています。 
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図 2-9 問 3 の集計結果 
 

前項の回答に対する見通しについては、「解決までの見通しが立っている」が 6
件（22％）で、「解決までの見通しまでは立っていない」が 17 件（63％）と最も
多く、「対応していない」の 3 件（11％）も含めると 74％の人が、見通しが立って
いないと回答しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-10 問 4 の集計結果 
 

空家解決に向けて障害や困難になっていることについては、「解体費用の支出が
困難」が 8 件と最も多く、助成金などの支援を求める声がみられました。次いで
「遠方にいるなどで身動きが取れない・時間が取れない」が 4 件、続く「相続が確
定するまで時間がかかる」「家財などの処分方法が分からない」「売却したいが立地
等の条件が悪い」は同率 3 件となっています。 
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  アンケート調査の結果と分析 
アンケート調査の結果、空家の状態となっている建物でも定期的に管理してい

ると回答した方が比較的多くいることが分かりました。しかし、時間が経過するこ
とで、徐々に管理されない空家が増加することが予想されます。 

解体や活用についても見通しが立っていないと回答した方が多く見受けられま
した。障害となっている理由の中で最も多かったのが、解体費用の支出が困難とい
う回答でしたが、助成金等自治体の支援を望む方もいました。また、家財の処分方
法が分からないという回答もあり、手続きや方法を周知・啓発していく必要があり
ます。 

 

 

② 空家等現地調査 
地域からの情報をもとに市内の空家等と思われる物件について、毎年、現地調査を

実施しています。 
 

  調査内容及び方法 
外観調査 

 
  対象地区 

本市内全域 
 

  対象物件 
令和 4 年度：65 件 85 棟（物置等の附属建物も含む） 

 
  分類 

 
表 2-6 空家の分類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

危険度 分類 建物の現状

高 A 今後そのまま放置しておくと、倒壊の恐れがある（見込まれる）もの

B
倒壊の恐れはないが、家屋や附属家等の破損により

周囲へ危害が及ぶ恐れがある（見込まれる）もの

C 問題なし。所有者、管理者を確認し経過を見守る。

低 解消 居住の用又は解体され解消されたもの。
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  調査後の対応 

表 2-7 調査後の対応分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の結果により、管理が不適切であると判断された空家等（分類 A・分類 B と
判断されたもの）について、所有者等に文書等を送付し、現在の管理状況や今後の
見通し等の報告を依頼します。 

 

 

  調査結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 調査結果の分布 

合計 分類Ａ 分類B 分類C 解消

85 14 21 39 11

① 空家等現地調査実施箇所の所有者の照会を税務課に依頼する。

②
分類ABについては所有者又は管理者に文書にて

空家等の現況調査を実施し、現在の管理状況について確認する。

③ 分類Ｃについては経過観察とする。

④ 解消については対応記録として調査結果、台帳ともに保存する。
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  空家等現地調査棟数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12 空家等現地調査棟数の推移 

 

 

 

 

 

 

  

空家等現地調査 分類の凡例

A：今後、放置しておくと倒壊の恐れがあるもの

B：倒壊の恐れはないが、家屋等の破損により周囲へ危害が及ぶ恐れがあるもの

C：問題なし

解消：居住の用、又は解体され、解消されたもの

67棟 

92 棟 

85棟 
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2-2 空家等の問題点 
 

[1] 空家等が周辺地域にもたらす問題 
 

空家等が周辺地域にもたらす問題は、概ね次のとおりです。 
 

① 防災上の問題 
○ 老朽化による倒壊事故 
○ 風雨による建築資材等のはく落、飛散事故など 
 

② 防犯上の課題 
○ 不法侵入や不法滞在、放火などの犯罪の温床 

 
③ 環境・衛生上の問題 

○ ごみの放置・不法投棄及び草木の繁茂による異臭や害虫の発生 
○ 植栽の越境、落ち葉の飛散など 

 
④ 景観上の問題 

○ 著しい破損や腐食による景観の悪化 
○ 地域イメージの低下など 

 
 

[2] 空家等の所有者等に係る問題 
 

空家等の所有者等に係る問題として一般的に指摘されていることや、本市が実施したア
ンケート調査結果を踏まえた問題は、概ね次のとおりです。 
 

① 心理的な問題 
○ 遠方に居住している場合、時間が取れない。または、管理責任の意識が薄い。 
○ 盆や正月の帰省時に利用するため、手放すことに抵抗がある。 

 
② 手法上の問題 

○ 仏壇や家財道具が残っており、整理することに抵抗がある。または、処分方法が
分からない。 

○ 売却や賃貸を希望していても、買い手や借り手が見つからない。 
○ 条件（接道要件、都市計画区域区分等）により、流通や利活用等がしにくい。 
○ 相続手続きに時間がかかる。 

 
③ 経済的な問題 

○ 適正管理や改修、除却や解体に必要な費用の支出が困難。 
○ 除却すると住宅用地特例（地方税法第 349 条の 3 の 2）が適用されず、固定資産

税（土地）の負担が増加するため、あえて空家等のままにしている。 
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2-3 課題整理 
 
[1] 空家等の状況把握 

 

本市の人口は国勢調査によると、平成 27 年までは緩やかに増加していましたが、令和 2
年にかけて減少傾向に転じました。一方、高齢者の人口は増加傾向にあり、同時に高齢者
単身世帯及び高齢夫婦のみの世帯も増えています。 

空家等については、平成 30 年の住宅・土地統計調査では全国平均及び宮城県平均よりも
低い水準になっていますが、人口減少・少子高齢化に伴い、居住者の施設入所や、死去等
により、空家等となるケースが増えてくるものと思われます。 

本市が実施したアンケート調査では、現時点では定期的に管理を行っていると回答した
人が多く見受けられました。しかしながら、所有者等の高齢化が進むことで、徐々に管理
されない空家等が増加することが予想されます。 

現地調査等を継続して行い、空家等の状況を把握することが重要となります。 
 

[2] 管理の徹底 
 

空家等の所有者が、遠方に居住している場合や、相続人が決定していない場合、所有者
や管理者としての管理意識が希薄となる傾向があります。管理不全の物件には速やかに助
言や指導を行うとともに、管理不全とならないよう継続的な啓発が重要となります。 
 

[3] 利活用の促進 
 

アンケート調査の結果、売却や賃貸を考える空家等の所有者の方が半数以上いました。
しかし、費用がいくらかかるのか、どこに相談すべきかなどの不安があり、活用の見通し
が立っていないと回答した方が多く見受けられました。相談体制を整備するなど、所有者
等の判断を手助けする取り組みも重要となります。 
 
 
2-4 対策の対象とする地区 
 

本市における空家等に関する対策の対象とする地区は、本市内全域とします。 
 
 
2-5 対策の対象とする空家等の種類  
 

本計画における空家等対策の対象とする空家の種類は、法第 2 条第 1 項に規定する「空
家等」および同条第 2 項に規定する「特定空家等」ならびに同法第 13 条第 1 項に規定する
「管理不全空家等」とします。 
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3 章 計画期間 

 

 

3-1 計画期間 
 

本計画の期間は、本市総合計画に合わせて令和 6 年度から令和 15 年度までの 10 年間と
します。 

なお、総合計画などと整合のもと⾧期的な将来を展望しつつ、社会情勢や新たな法律等
の制定の動向などを踏まえながら、適宜見直すこととします。 

 
 
 

4 章 空家等の調査に関する事項 

 
 
4-1 空家等の調査について 
 

法第 9 条第 1 項によると、「市町村⾧は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当
該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必
要な調査を行うことができる」と規定されています。 

法的な背景を踏まえ、空家等対策を効果的かつ効率的に実施するためには、既存の統計
資料等も活用しつつ、空家等の所在やその状態等を把握することが重要となります。また、
併せて当該空家等の所有者等が、その所有する空家等の活用を希望するのか、または除却
等を希望するのか、意向を把握することも必要です。 

法に基づく措置等を実施するため、適切な方法等により必要となる調査を実施するもの
とします。 
 
[1] 調査の内容及び方法 

 
空家等の所在やその状態、空家等の所有者等の特定、所有者等が所有する空家等の活用

等の意向等について、庁内部署で保有している情報の確認、外観目視調査、空家等の所有
者等への意向調査等、実態を把握する上で適切な方法を検討し、実施するものとします。 

 
[2] 実施主体 

 
庁内職員による調査のほか、民間事業者への委託等も検討のうえ、適切な方法により実

施するものとします。 
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[3] 対象地区 
 

本市内全域を調査対象とすることを基本とします。 
 
[4] 調査期間 
 
空家等対策を総合的に推進するためには、その実態を把握することが重要です。本市で

は平成 28 年度から空家等現地調査を行っており、空家等の棟数、位置、老朽の程度を基礎
資料として整備しています。新たに発生する空家等や老朽化が進行する空家等の情報を更
新し、実態を把握できるように毎年度実施するものとします。 
 
[5] 調査対象 
 
法第 2 条第 1 項に規定する「空家等」とします。 

 
[6] 空家等に関するデータベースの整備等 

 
法第 11 条によると、「市町村は、空家等に関するデータベースの整備その他空家等に関

する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする」と規定され
ています。 

庁内の関係部署が情報共有できるよう、データベースの整備等、空家等と判定された建
築物等に関する情報を把握するための環境整備に努めるものとします。 

なお、これらの情報は漏えいすることがないよう、取り扱いには細心の注意を払います。 
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5 章 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

 
 

5-1 空家等の所有者等の責任 
 

適切な管理が行われていない空家等がもたらす問題を解消するためには、「空家等の所有
者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努め
る」（法第 5 条）と規定されているように、第一義的には、空家等の所有者等が自らの責任
により的確に対応することが前提となります。 

なお、令和 5 年 12 月 13 日の法律改正により、所有者等は「国又は地方公共団体が実施
する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない」ことが追加され、所有者
等の責務が強化されています。 
 
 

5-2 所有者等による空家等の適切な管理の促進 
 

前述のとおり、空家等の管理は所有者等が自らの責任により行うことを前提としていま
すが、様々な事情から自らの空家等の管理を十分に行うことができない等、その管理責任
を全うできない場合も考えられます。法第 12 条において、「市町村は、所有者等による空
家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援
助を行うよう努めるものとする」と規定しています。 
 

[1] 総合相談窓口の設置 
 

本市では、空家等の所有者等からの相談に対応するため、総合相談窓口を設置します。
窓口に寄せられた相談を元に、所有者等への助言や情報提供等を行い、適切な管理を促し
ます。また、空家等に関わる問題は多岐にわたることから担当する庁内所管部署及び関係
団体と連携して対応します。 

 
[2] 所有者等の意識啓発及び理解増進 

 

空家等の適切な管理の重要性や周辺地域にもたらす諸問題について、所有者等に対する
管理意識の啓発を行います。また、空家等の発生は相続による理由が多いと考えられるた
め、相続登記など次世代への円滑な引継ぎに関する周知も行っていきます。 
 

① 空家等の適切な管理についての意識啓発 
空家等の管理は所有者等が責任を持って行わなければならないという法の趣旨を認

識してもらうとともに、放置することによるリスク、周囲への影響、適切な管理を行
うことの重要性を分かりやすく伝える等、空家等の適正な管理についての啓発に努め
ます。 
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○ ホームページや広報紙等による情報提供 
○ 固定資産税の納税通知書等にチラシ・パンフレットを同封等 

 
② 相続登記についての啓発 

自己の財産の相続が円滑に進むよう、セミナーや相談会などの機会を設け、空家等
の管理者等への相続登記の重要性を啓発します。また、相続不動産の未登記は、空家
等の要因になることから、登記を促すポスター等の掲示や固定資産納税通知等を送付
する際など、チラシ等を送付し相続登記を促す取り組みを行います。 

 
○ 相続等に関するセミナー等を開催 
○ 固定資産税の納税通知書等にチラシ・パンフレットを同封等 
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6 章 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

 
 

6-1 活用の促進について 
 

全国的に人口減少が進む社会の中で、⾧らく増加傾向にあった本市の人口も国勢調査で
は、平成 27 年から令和 2 年にかけて減少傾向に転じました。しかし、人口減少社会の中で
あっても、活力のある持続可能なまちを目指し、シティプロモーション
の強化や子育て環境の充実、移住定住の促進及び市街地整備などの施策
により、人口増加を図っていくことを本市の総合計画に掲げています。
また、本計画においては、SDGs を構成する 17 の目標の一つである「11：
住み続けられるまちづくりを」の視点を持って取り組み、計画を推進す
ることによって、持続可能なまちづくりの実現に貢献していきます。 

 
空家等は、修繕等により地域交流や地域活性化の拠点として利活用できる可能性があり

ます。人口増加を見据えた空家等対策を推進する上では、その跡地も含めた空家等を地域
資源として利活用し、空家等の活用方策を検討することも重要となります。法第 15 条にお
いては、「市町村は、空家等及び空家等の跡地に関する情報の提供その他これらの活用のた
めに必要な対策を講ずるよう努めるものとする」と規定されています。本市では、次の取
り組み等により地域資源として空家等の活用の促進を図ります。 
 
 

[1] 地域資源としての利活用の推進 
 

空家等の地域資源としての利活用が推進されるよう、支援策の手段等について検討して
いきます。 
 

① 空家等の活用に関する相談事業 
空家等の所有者からの相談に対して、市内の空家等の活用を促進することを目的に

「空家等の活用促進に関する協定」を締結している公益社団法人宮城県宅地建物取引
業協会および公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部の協力のもと、空家等の活用
に関する相談事業を行います。 
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② 助成制度の活用促進（木造住宅耐震診断助成事業、木造住宅耐震改修工事助成事業） 
住宅耐震診断・耐震改修にかかる費用の補助等を通じ、所有者等がリフォームを実

施する機会の増進を図ります。 
 

③ 新たな助成制度等の検討 
空家等の解体費用に対する補助や空家等バンクの導入等、空家等や跡地の活用（空

家等への移住、定住を含む。）を促進するための支援策を検討します。 
 

④ 空家等活用促進区域、空家等管理活用支援法人の指定についての検討 
法改正により新設された、規制の合理化等により空家の用途変更や建替え等を促進

する空家等活用促進区域の設定や、所有者等への情報提供や相談対応等を行う空家等
管理活用支援法人の指定については、総務省が実施する住宅・土地統計調査による空
家等の状況や本市が毎年実施する現地調査の状況等を踏まえ、必要に応じ本制度の活
用を検討します。 
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7 章 空家等の分類と措置に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-1 空家等の分類と措置の流れ 
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7-1 管理不全空家等の判断基準とそれに対する措置 
 

管理不全空家等であることを判断する際の基本的な考え方は、国土交通省が定めた管理
不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガ
イドライン）等に準じて行うものとします。 

法第 13 条では、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家
等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等を、管理不全空家等
として法に基づく措置を行うことができるものとされています。 

管理不全空家等と認めた空家等に対し、法第 13 条の規定に基づき、次の[1]～[2]の措置
を行います。 
 

[1] 指導（法第 13 条第 1 項） 
 

管理不全空家等の所有者等に対し、基本指針に即し、当該管理不全空家等が特定空家等
に該当することを防止するために必要な措置をとるよう指導を行います。 

管理不全空家等の所有者等が当該管理不全空家等の状況を把握していない可能性がある
こと等を考慮し、指導の趣旨を示す際には、根拠規定のみならず、例えば以下のような内
容について分かりやすく示すものとします。 

○ どの建築物等が管理不全空家等として指導の対象となっているのか 
○ 当該管理不全空家等が現状どの様な状態になっているのか 
○ 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば周辺の生活環境に

どのような悪影響をもたらす可能性があるか 
 
 

[2] 勧告（法第 13 条第 2 項） 
 

指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置
すれば特定空家等に該当するおそれが大きいと認めるときは、当該指導を受けた者に対し、
修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することを防止する
ために必要な措置をとることを勧告するものとします。 

勧告は、措置の内容を明確にするとともに、勧告に伴う効果を当該管理不全空家等の所
有者等に明確に示す観点から、書面で行うものとします。 

なお、勧告を受けた管理不全空家等の敷地が固定資産税等の住宅用地特例の対象である
場合、適切な管理が行われていない空家が放置されることへの対策として、当該管理不全
空家等に係る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることとな
ります。 
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7-2 特定空家等の判断基準とそれに対する措置 
 

特定空家等であることを判断する際の基本的な考え方は、国土交通省が定めた「特定空
家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）をベー
スに作成された宮城県特定空家等の判断基準に基づき行います。 

法第 2 条では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又
は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著
しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不
適切である状態にあると認められる空家等を特定空家等と定義しています。 

地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、
特定空家等と認めた空家等に対し、法第 22 条の規定に基づき、次の[1]～[4]の措置を行い
ます。 
 

[1] 助言・指導（法第 22 条第 1 項） 
 

特定空家等の所有者に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木材の伐採その他
周辺の生活環境の保全を図るための措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と
なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等に
ついては、建築物の除却を除く）をとるよう、助言又は指導を行います。 

特定空家等の所有者等が当該特定空家等の状況を把握していない可能性があること等を
考慮し、助言又は指導の趣旨を示す際には、根拠規定のみならず、例えば以下のような内
容について分かりやすく示すものとします。 

○ どの建築物等が特定空家等として助言又は指導の対象となっているのか 
○ 当該特定空家等が現状どの様な状態になっているのか 
○ 周辺の生活環境にどのような悪影響をもたらしているか 

 
 

[2] 勧告（法第 22 条第 2 項） 
 

助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認める
ときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、必要な措置をと
ることを勧告するものとします。 

勧告は、措置の内容を明確にするとともに、勧告に伴う効果を当該特定空家等の所有者
等に明確に示す観点から、書面で行うものとします。 

なお、勧告を受けた特定空家等の敷地が固定資産税等の住宅用地特例の対象である場合、
適切な管理が行われていない空家が放置されることへの対策として、当該特定空家等に係
る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることとなります。 
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[3] 命令（法第 22 条第 3 項～第 8 項） 
 

勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合において、
特に必要があると認めるときは、その者に対し相当の猶予期限を付け、その勧告に係る措
置をとることを命令するものとします。 

命令の形式については、命令の内容を正確に相手方に伝え、相手方への命令の到達を明
確にすること等処理の確実を期す観点から、書面で行うものとします。 

 
 

[4] 行政代執行・略式代執行・緊急代執行 
 

① 行政代執行（法第 22 条第 9 項） 
命令を受けた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行

しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和 23 年法律第 43
号）の定めるところに従い、代執行を検討します。 

なお、行政代執行法に基づき、代執行に要した一切の費用は、義務者から徴収する
ものとします。 

 

② 略式代執行（法第 22 条第 10 項） 
過失がなくその措置を命ぜられるべき者（命令対象者）を確知することができない

ときは、市町村⾧は当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその
命じた者若しくは委任した者（措置実施者）にその措置を行わせるものとします。 

なお、義務者が後で判明したときは、その者から代執行に要した費用を徴収するも
のとします。 

 

③ 緊急代執行（法第 22 条第 11 項） 
災害その他非常の場合において、当該特定空家等が保安上著しく危険な状態にある

等、緊急に必要な措置をとる必要があると認めるときで、命ずるいとまがないときは、
当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせるこ
とができる緊急代執行を検討します。 

なお、通常の行政代執行と同じく、緊急代執行に要した一切の費用は、義務者から
徴収するものとします。 

 
 

7-3 その他の管理不全空家等・特定空家等への対処に関する事項 
 

[1] 財産管理制度を活用した措置 
 

空家等の所有者等の所在を特定できない場合又は所有者が死亡しており相続人のあるこ
とが明らかではない場合（相続人全員が相続放棄をして相続する者がいなくなった場合を
含む。）に必要な措置を講じるに当たっては、財産管理制度を活用するため、民法第 25 条
第 1 項の不在者財産管理人または同法第 952 条第 1 項の相続財産清算人の選任の申立てを
行うことも検討します。  
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8 章 住民等から空家等に関する相談への対応に関する事項 

 
 

8-1 空家等に関する総合的な対応について 
 

法第 12 条には「市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これら
の者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする」と規定さ
れています。 

本市では、地域住民から寄せられる空家等に関する相談や情報提供に対して適切に対処
するため、次のような対応を行います。 
 

[1] 総合相談窓口による対応 
 

空家等の所有者等のみならず地域住民からの空家等に関する相談等については、庁内に
設置した総合相談窓口で対応します。また、相談等の内容に応じて、庁内の関係部署と連
携して対応します。 
 

[2] 関係団体との連携による対応 
 

空家等がもたらす問題には、状況によっては解決のために専門的知識を求められます。
行政のみでは対処が難しい案件にも対応するため、宅地建物取引業者等の関係事業者団体
や建築士等の関係資格者団体、弁護士や司法書士、法務局などの法務に関する団体等とも
連携して対応します。また、適切な窓口への案内及び関係団体との連携等を図るにあたり、
宮城県が作成した「みやぎ空き家ガイドブック」を活用します。 
【みやぎ空き家ガイドブック  
https://www.pref.miyagi.jp/documents/12231/miyagiakiyaguidebook.pdf】 
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9 章 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

 

9-1 空家等に関する対策の実施体制について 
 

空家等に関する事象は分野横断的で多岐にわたるものであり、庁内においても様々な部
署が密接に連携して対応する必要があります。 

本市では、空家等対策の関係部署における連携体制の整備を図るとともに、行政のみな
らず幅広い分野の専門家等で構成する協議会を設置しています。 
 

[1] 庁内関係部署による連携 
  

空家等がもたらす問題を解消するには、防災、衛生、景観等の多岐にわたる課題に横断
的に対処する必要があることから、庁内の関係部署が連携して対応できる体制の構築が重
要です。また、空家法以外の関係法令の適用を総合的に検討する観点からも、空家等の所
在や所有者等について庁内の関係部署で広く情報共有を図り、空家等対策について関係部
署間の連携を取りやすい体制の整備を進めていきます。 

  表 9-1 関係部署（令和 6 年 3 月時点） 
担 当 課 対応する内容 

環境課 

・空家等対策計画の策定及び変更 
・空家等に関する総合調整（窓口等） 
・空家等対策協議会の設置及び運営 
・空家等対策庁内連携会議の設置及び運営 
・空家等に関する現地調査の実施 
・空家等に関するデータベースの整備 
・管理不全空家等を含む不適切な管理空家等の対応 
・空家等管理活用支援法人に関すること 

都市計画課 

・空家等の解体費助成等の検討 
・特定空家等に対する措置（特定空家等の認定及び特定空家等に対する措置） 
・建築基準法での対応に係る県との調整 
・耐震化に伴う改修制度の活用促進 
・住宅セーフティーネット制度の活用促進 
・空家等活用促進区域に関すること 

危機管理課 
・空家等に関する消防組織との情報共有 
・防災、防犯上対策が必要な空家等に係る措置 

まちづくり政策課 
・空家等バンクの検討 
・移住、定住に関する施策（空家等及びその跡地活用含む）の検討及び推進 

市民・税務課 

・空家等に関する税制上の措置に関すること 
・納税義務者及び土地・家屋所有者情報の把握、提供 
・勧告した特定空家等に係る固定資産税等の住宅用地特例解除 
・空家等の相続人等の情報提供 
・相続登記に係る周知、啓発に関すること 

産業振興課 ・空き店舗対策に関する検討及び推進 

上下水道施設課 ・水道利用状況等の情報提供 
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[2] 協議会の組織 
  

空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うにあたり、法第 8 条第 1
項の規定に基づき協議会を設置しています。 

 
 

① 所掌事項 
○ 空家等対策計画の策定及び変更に関すること 
○ 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関す

ること 
○ 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること 
○ 法第２２条に規定する特定空家等に対する措置の方針に関すること 
○ その他、空家等の対策に関し市⾧が必要と認めること 

 
② 委員構成及び任期 

協議会は市⾧のほか、地域住民、法務・不動産・建築等に関する学識経験者、関係機
関又は関係団体の職員、その他の市⾧が必要と認める者をもって 10 人以内で構成す
るものとし、任期は 2 年とします。 

委員の構成は、以下の表のとおりです。 
 
 

  表 9-2 岩沼市空家等対策協議会構成員（令和５年 11 月 1 日時点） 

構  成 委  員 

行政 岩沼市⾧ 

地域 岩沼市区⾧会 

地域 社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議会 

法務 仙台弁護士会 

法務 宮城県司法書士会 

法務 仙台法務局名取出張所 

不動産 公益社団法人 全日本不動産協会宮城県本部 

不動産 公益社団法人 宮城県宅地建物取引業協会 

建築 一般社団法人 宮城県建築士事務所協会 

建築 宮城県土木部住宅課 

 

 
 
  



  

 

31 

 

 

10 章 その他（空家等に関する対策の実施に関し必要な事項） 

 
 

10-1 空家等対策計画の見直しについて 
 

本計画を計画的かつ効果的に推進するために、法令等の改正、社会・経済情勢の変化、
総務省が実施する住宅・土地統計調査による空家等の状況や本市が毎年実施する現地調査
の状況、本市総合計画等の上位計画や関連計画、実施した各施策の効果等を踏まえ、計画
期間内においても必要に応じて計画の見直しを行います。 

なお、計画の変更を行った場合は、法第 7 条第 14 項の規定に基づいて、本市の広報やホ
ームページ等により公表するものとします。 
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